
札幌市環境影響評価条例（平成１１年条例第４７号）新旧対照表 

現       行 改   正   案 備 考 

 （定義） 

第２条 （省略） 

２ （省略） 

 (1)～(3) （省略） 

 (4) 空港整備法（昭和３１年法律第８０号）第２条第１項に

規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変

更の事業 

 (5)～(19) （省略） 

３～７ （省略） 

 

第４４条 第２４条第２項及び第２５条の規定は、法第２０条

第２項において準用する法第１０条第２項の規定により市長

の意見を求められた場合について準用する。この場合におい

て、第２４条第２項中「前項の場合において、市長」とあり、

及び第２５条第１項中「前条第１項の場合において、市長」

とあるのは「市長は、法第２０条第２項において準用する法

第１０条第２項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べよ

うとするとき」と、第２５条第１項中「第２１条」とあるの

は「法第１８条」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （定義） 

第２条 （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

 (1)～(3) （現行のとおり） 

 (4) 空港法（昭和３１年法律第８０号）第２条に規定する

空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事

業 

 (5)～(19) （現行のとおり） 

３～７ （現行のとおり） 

 

第４４条 第２４条第２項及び第２５条の規定は、法第２０

条第２項の規定により市長の意見を求められた場合につい

て準用する。この場合において、第２４条第２項中「前項

の場合において、市長」とあり、及び第２５条第１項中「前

条第１項の場合において、市長」とあるのは「市長は、法

第２０条第２項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べ

ようとするとき」と、第２５条第１項ただし書き中「第２

１条」とあるのは「法第１８条」と読み替えるものとする。 

 

２ 第２４条第２項及び第２５条の規定は、法第２０条第４

項の規定により事業者に対し意見を述べる場合について準

用する。この場合において、第２４条第２項中「前項の場

合において、市長」とあり、及び第２５条第１項中「前条

第１項の場合において、市長」とあるのは「市長は、法第

２０条第４項の規定に基づいて事業者に対し意見を述べよ

うとするとき」と、第２５条第１項ただし書き中「第２１

条」とあるのは「法第１８条」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

規定整備 

 

 

 

 

 

規定整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

法に基づき事業者に対し直

接意見を述べる場合の手続

きについて、条例で定める

手続を準用する。 

 

 

 

 



現       行 改   正   案 備 考 

２ 第２４条第２項及び第２５条の規定は、北海道環境影響評

価条例(平成１０年北海道条例第４２号。以下「道条例」とい

う。)第２３条第３項において準用する道条例第１０条第２項

の規定により市長の意見を求められた場合について準用す

る。この場合において、第２４条第２項中「前項の場合にお

いて、市長」とあり、及び第２５条第１項中「前条第 1 項の

場合において、市長」とあるのは「市長は、道条例第２３条

第３項において準用する道条例第１０条第２項の規定に基づ

いて北海道知事に意見を述べようとするとき」と、第２５条

第 1 項中「第２１条」とあるのは「道条例第１８条」と読み

替えるものとする。 

 

３ 第２４条第２項及び第２５条の規定は、北海道環境影響

評価条例(平成１０年北海道条例第４２号。以下「道条例」

という。)第２３条第３項において準用する道条例第１０条

第２項の規定により市長の意見を求められた場合について

準用する。この場合において、第２４条第２項中「前項の

場合において、市長」とあり、及び第２５条第１項中「前

条第 1 項の場合において、市長」とあるのは「市長は、道

条例第２３条第３項において準用する道条例第１０条第２

項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようとすると

き」と、第２５条第 1 項ただし書中「第２１条」とあるの

は「道条例第１８条」と読み替えるものとする。 

 

規定整備 
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